
        
 

「責任共有制度」の導入についてお知らせ 

 
平成１７年６月に中小企業政策審議会基本政策部会において取りまとめた「信用補完制

度のあり方に関するとりまとめ」等を踏まえ、平成１９年１０月から「責任共有制度」が

導入されます。 

本制度は、保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共

有を図り、両者が連携して中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその

後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うこと等を目的

としたものです。 

 
 

●責任共有制度の概要 

  金融機関にて、次のいずれかの方式を選択していただきます。 

 

◇ 部分保証方式 

金融機関が行う個別融資金額の８０％を保証協会が保証する方式 

 

◇ 負担金方式 

  金融機関の過去の制度利用実績に応じて一定の負担金を納付する方式 

 

 

                                 〔代位弁済等実績率〕 

                     代位弁済額(Ｙ期)－不動産担保回収に関する額(Ｙ期) 

 負担金＝保証債務平均残高 ×                                     × 20％ 

      (Ｘ期)                   保証債務平均残高(Ｙ期) 

  

 
 

※ Ｘ期は、原則として半期。なお、当該平均残高は、平成 19 年 10 月 1 日以降に保証協

会が申込受付し、保証承諾したものに限ります。 

※ Ｙ期は、Ｘ期よりも以前の期間であり、原則として半期。なお、代位弁済等実績率を

構成する数値は、いずれも平成 19 年 7 月１日以降に申込受付し、保証承諾したものに

限ります。 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

金融機関の負担部分イメージ図 
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● 責任共有制度の対象 

平成 19 年 10 月 1 日以降、保証協会が申込受付し、保証承諾したものが対象となり、既

保証分等は対象とはなりません。 

 

なお、円滑な制度導入の観点から、次に掲げる保証制度については、１００％保証が継

続されます。 

 

① 国が定める小口零細企業保証制度に係る保証（全国統一保証制度として平成 19 年

10 月創設予定） 

【対 象 者】常時使用する従業員の数が２０人以下（商業又はサービス業を主た 

    る事業とする事業者については５人以下）の会社及び個人等 

    【保証限度額】１，２５０万円（既存の保証付き融資残高との合計で１，２５０万 

 円の範囲内となる新規の保証に限る） 

② 特別小口保険に係る保証 

③ 経営安定関連保証（セーフティネット、第１号～第６号の事由に該当するもの） 

④ 災害関係保証 

⑤ 創業等関連保証及び創業関連保証 

⑥ 求償権消滅保証 

⑦ 破綻金融機関等関連特別保証（中堅企業特別保証） 

 

また、現行の部分保証制度（特定社債保証、売掛債権担保融資保証等）については、 

   金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となり、平成 19 年 10 月から 

   保証割合は８０％となります。 

 

● 導入時期等 

(1)平成１９年１０月１日 

 

(2)負担金方式においては、負担金算出のため「代位弁済等実績率」に係る計測を平成 

１９年７月１日から開始しています。 

   

   当協会といたしましては、責任共有制度の円滑な導入に向けて、中小企業者の皆様

をはじめ金融機関、県・市町村及び商工団体等関係機関の方々のご理解を得られるよ

う、最大限の努力をしていく所存でございます。 


